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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸線（１２）を中心として回転可能なロータ軸（１０）に沿ってそれぞれ配置された第
１タービン（４）と第２タービン（６）とその両タービン（４、６）間に配置された自己
点火式燃焼器（８）とを有するガスタービン装置（２）であって、
　第２タービン（６）が軸線（１２）に関して第１タービン（４）より大きな周径を有し
、第２タービン（６）が軸線（１２）に関して第１タービン（４）より半径方向外側に配
置されており、
　第１タービン（４）に隣接する燃焼器（８）の入口領域（１８）がディフューザの形態
に形成され、かつ、燃焼器（８）の半径方向外側壁（３２′）により取り囲まれており、
前記ディフューザを形成するために、軸線（１２）に関して入口領域（１８）の半径方向
外側壁（３２′）の半径方向距離だけが増大しており、入口領域（１８）の半径方向内側
壁（３０‘）の軸（１２）に対する半径方向間隔が一定であり、
　前記第２タービンに隣接する燃焼器（８）の燃焼領域（２２）がノズルの形態に形成さ
れ、前記ノズルを形成するために、軸線（１２）に関して燃焼領域（２２）の半径方向内
側壁（３０′）の半径方向距離だけが増大しており、燃焼領域（２２）の半径方向外側壁
（３２’）の軸（１２）に対する半径方向距離が一定であり、
　入口領域（１８）と燃焼領域（２２）との間に混合領域（２０）が設けられ、該混合領
域（２０）の半径方向内側壁（３０′）および半径方向外側壁（３２′）がそれぞれ軸線
（１２）に対して入口領域（１８）の半径方向内側壁（３０′）と同じ半径方向距離（Ｒ
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i1）および燃焼領域（２２）の半径方向外側壁（３２′）と同じ半径方向距離（Ｒa2）を
有していることを特徴とするガスタービン装置。
【請求項２】
　前記ディフューザ（１８）に開口する燃料供給管（２４）が設けられていることを特徴
とする請求項１に記載のガスタービン装置。
【請求項３】
　燃料供給管（２４）がディフューザ（１８）の軸方向長さの約１／２に相当するディフ
ューザ（１８）の前方域に開口していることを特徴とする請求項２に記載のガスタービン
装置。
【請求項４】
　それぞれ軸線（１２）を中心として回転可能な共通ロータ軸（１０）に沿って配置され
た第１タービン（４）と第２タービン（６）とその両タービン（４、６）間に配置された
自己点火式燃焼器（８）とを有するガスタービン装置（２）の制御方法であって、
　第２タービン（６）が軸線（１２）に関して第１タービン（４）より大きな周径を有し
、第２タービン（６）が軸線（１２）に関して第１タービン（４）より半径方向外側に配
置され、これにより、燃焼ガス流が第１タービン（４）に続いて燃焼器（８）を通して、
軸線（１２）に関して第１タービン（４）より半径方向外側に位置する第２タービン（６
）に導かれ、
　前記燃焼ガス流が前記燃焼器を通って導かれ、この燃焼器は第１タービンに接する流入
領域と、第２タービンに接する燃焼領域と、該流入領域と該燃焼領域の間に配置された混
合領域とを含み、該燃焼器（８）の該流入領域（１８）はディフューザの形態に形成され
、前記ディフューザを形成するために、軸線（１２）に関して入口領域（１８）の半径方
向外側壁（３２′）の半径方向距離だけが増大しており、入口領域（１８）の半径方向内
側壁（３０′）の軸（１２）に対する半径方向距離が一定であり、
　前記第２タービンに隣接する燃焼器（８）の燃焼領域（２２）がノズルの形態に形成さ
れており、前記ノズルを形成するために、軸線（１２）に関して燃焼領域（２２）の半径
方向内側壁（３０′）の半径方向距離だけが増大しており、燃焼領域（２２）の半径方向
外側壁（３２′）の軸（１２）に対する半径方向距離が一定であり、
　入口領域（１８）と燃焼領域（２２）との間に設けられた混合領域（２０）が、該混合
領域（２０）の半径方向内側壁（３０′）と入口領域（１８）の半径方向内側壁（３０′
）とが軸線（１２）に対して同じ半径方向距離（Ｒi1）を有し、且つ、該混合領域（２０
）の半径方向外側壁（３２′）と燃焼領域（２２）の半径方向外側壁（３２′）とが軸線
（１２）に対して同じ半径方向距離（Ｒa2）を有するように形成されていることを特徴と
するガスタービン装置（２）の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軸線を中心として回転可能なロータ軸に沿ってそれぞれ配置された第１ター
ビンと第２タービンとその両タービン間に配置された自己点火式燃焼器とを有するガスタ
ービン装置に関する。また本発明はそのタービン装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２つのガスタービンを有するガスタービン装置の場合、順次的な燃焼が行われ、その燃
焼のために、２つの例えば環状燃焼器および／又は環状缶形燃焼器が利用され、その一方
の（第１）燃焼器は高圧側に配置され、他方の（第２）燃焼器は低圧側に配置されている
。高圧燃焼器に圧縮空気が供給され、この圧縮空気は燃料と混合され、その混合気が点火
される。高圧燃焼器の下流に第１ガスタービン、即ち、高圧タービンが配置され、この高
圧タービンは高圧燃焼器で発生された燃焼ガスにより駆動される。その燃焼ガスはそこで
部分膨張するが、高圧タービンから出る際に例えば９００℃～１４００℃の比較的高い温
度を有する。高圧タービンの下流に低圧燃焼器が配置され、この第２燃焼器は自己点火式
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に運転され、この第２燃焼器において特に第１燃焼器における燃焼時に未消費の残存空気
が第２燃焼に関与される。この低圧燃焼器は本質的に環状貫流路の形状を有し、この環状
貫流路に燃料が噴射注入される。高圧タービンからの燃焼ガスが８５０℃以上の温度を有
する場合、噴射注入された燃料の自己点火が生ずる。低圧燃焼器は一般に２つの領域に分
けられ、即ち、入口領域と燃焼領域に分けられ、その入口領域において高圧タービンから
の燃焼ガスが燃料と混合され、燃焼領域においてガスタービン装置の第２燃焼過程が生ず
る。低圧燃焼器に第２ガスタービン、特に低圧タービンが後置接続されている。低圧燃焼
器の形成にとって、燃焼ガスと燃料が良好に混合するようにするために十分な長さを有す
ることおよび完全燃焼のために燃焼器に十分長く滞留させることが重要である。
【０００３】
　冒頭に述べた形式のガスタービン装置は例えば特許文献１で知られている。この特許文
献１には、第１タービンからの燃焼ガスの温度が第２燃焼器における自己点火場所の直前
で測定され、その測定温度によって複数の燃焼器に対する燃料供給量が調整されるガスタ
ービン装置の制御方法が記載されている。
【０００４】
　２つのタービン間に位置する環状燃焼器における長い通過時間ないし滞留時間を得るた
めに、燃焼ガスにらせん状旋回運動が強制発生されるガスタービン装置が、特許文献２で
知られている。そこでは燃焼器の下流に設置されたタービンに第１静翼列は存在せず、こ
れによって、そのタービンの第１動翼列が上流に設置されたタービンからの旋回流で付勢
される。
　特許文献３に、共通ロータ軸上に配置された少なくとも２つのタービンを有するガスタ
ービン装置が示されている。その後置された第２タービンは第１タービンより体積的に大
きくされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】独国特許出願公開第４４２２７０１号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第４２３２３８３号明細書
【特許文献３】欧州特許第０６４６７０５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、窒素酸化物の発生が低減され効率が向上されたガスタービン装置を提
供することにある。また本発明の課題は、かかるガスタービン装置の制御方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の課題は本発明に基づいて、軸線を中心として回転可能なロータ軸に沿ってそれぞ
れ配置された第１タービンと第２タービンとその両タービン間に配置された自己点火式燃
焼器とを有するガスタービン装置であって、第２タービンが軸線に関して第１タービンよ
り大きな周径を有し、第２タービンが軸線に関して第１タービンより半径方向外側に配置
されていることを特徴とするガスタービン装置によって解決される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、第２タービンが第１タービンより大きな周径を有し、ないしは軸線に関して
半径方向外側に配置されている場合、運転中において下流に配置されたタービンにガスタ
ービン装置の効率を向上する特に良好な流れ状態が生ずるという考えを基礎としている。
それにもかかわらずタービンの作動体積を維持するために、その高さは従来における低圧
タービンの高さより小さくされている。ここでタービンの高さとは、タービンの半径方向
内側壁と外側壁との距離を意味し、作動体積とはタービンの中空環状内部空間の体積を意
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味する。小さく選定された高さのために、第２タービンの静翼と動翼は比較的小形に形成
される。その場合、回転軸線に対する翼の半径方向距離の増大につれて、タービンを回転
運動させるために必要な力が小さくなるという有利な関係が存分に利用される。また、第
２タービンを駆動するための改善された周辺条件が、製造に手間と経費がかかる翼の数を
減少するために有利に利用される。さらに、翼の小形化および／又は数の減少は、冷却す
べき翼面が公知の低圧タービンの場合より小さくなるので、冷却要求に有利に作用する。
タービンが燃焼器からの燃焼ガスで駆動されるタービンであるので、これらのタービンは
ガスタービンと呼ばれる。このガスタービン装置の構成要素は共通ロータ軸に沿って配置
される。あるいはまた、ガスタービン装置の高圧部および低圧部は異なった回転速度で回
転する別個の軸に配置できる。
【０００９】
　有利な実施態様において、第１タービンに隣接する燃焼器の入口領域はディフューザの
形態に形成されている。ディフューザは横断面積が下流に向かって連続して特に定常的に
拡大していることで特徴づけられる。燃焼ガス流は入口領域における徐々に増大する体積
のために流れ方向において減速し、これによって、その滞留時間が増大する。これは第１
タービンからの残存空気と噴射注入された燃料との特に良好な混合に対する最良条件とな
る。従って、入口領域をディフューザの形態に形成することによって、燃焼器は横断面積
が一定している燃焼器より短くすることができる。
【００１０】
　ディフューザは、好適には、軸線に関して入口領域の半径方向外側壁の半径方向距離だ
けが増大していることによって形成されている。これは、いわば入口領域の外側形状だけ
しか変更されていないので、ディフューザを簡単な構造で実現できる。燃焼器の半径方向
内側壁は変更されないままである。この場合、半径方向外側壁をロータ軸に対して適当に
傾斜して形成すべき、半径方向外側にできた空間が利用され、これによって、入口領域に
おいて所望の流れパラメータの流れ状態が生ずる。
【００１１】
　ディフューザに開口する燃料供給管が設けられている。この燃料供給管は、好適には、
ディフューザの軸方向長さの約１／２、特に約１／３に相当するディフューザの前方域に
開口している。ディフューザの始端における依然として大きな燃焼ガス流の速度により、
この領域における平衡温度 は比較的低い。これは入口領域における燃料・残存空気混合
気の自己点火を遅らせ、これによって、燃料が第１ガスタービンからの残存空気と特に良
好に混合する。これはまた、燃焼過程中における窒素酸化物の発生を減少する。この燃料
供給管の配置位置によって、ディフューザの大部分が燃料と残存空気とを混合するために
利用され、その場合、燃料・残存空気混合気がディフューザ内に十分長く留まり、これに
より、高い混合率が得られ、従って、燃焼器の全長は比較的短くできる。
【００１２】
　有利な実施態様において、第２タービンに隣接する燃焼器の燃焼領域はノズルの形態に
形成されている。その燃焼領域は入口領域と異なって横断面積が流れ方向に連続して特に
定常的に狭まっている。燃料・残存空気混合気の燃焼後の燃焼ガスはノズルにおいて再び
加速され、これによって、動圧が上昇し、従って、低圧タービンは加速された燃焼ガス流
で駆動される。この構造は低圧タービンを駆動するために必要な圧力を得るために特に適
している。
【００１３】
　このノズルは、好適には、軸線に関して燃焼領域の半径方向内側壁の半径方向距離だけ
が増大するように形成されている。ディフューザの範囲で得られている半径方向外側壁の
最大半径方向距離は燃焼領域と同じである。ノズルを形成するために、燃焼領域の半径方
向内側壁だけが軸線に対して傾斜して形成され、これによって、その半径方向内側壁は流
れ方向において軸線から半径方向に徐々に離れて延びている。
【００１４】
　目的に適って、入口領域と燃焼領域との間に混合領域が設けられ、この混合領域の半径
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方向内側壁および半径方向外側壁がそれぞれ軸線に対して入口領域の半径方向内側壁と同
じ半径方向距離および燃焼領域の半径方向外側壁と同じ半径方向距離を有している。これ
によって、混合領域は燃焼器の最大横断面積の部分を形成している。その場合、燃焼ガス
流は混合領域において減速され、ないしは極めて長い滞留時間を有し、これによって、燃
料と第１タービンからの残存空気との最良混合が行われる。混合領域の適切に選定された
長さによって、燃焼器における燃焼ガス流の所望の滞留時間が特に簡単に設定できる。ま
た、その壁輪郭の選定された形状によって、燃焼ガスの逆流が防止される。さらに燃焼器
のこのような設計によって、デッドスペースの形成が抑制される。
                                                                                
              
【００１５】
　本発明の第２の課題は、軸線を中心として回転可能な共通ロータ軸に沿ってそれぞれ配
置された第１タービンと第２タービンとその両タービン間に配置された自己点火式燃焼器
とを有するガスタービン装置の制御方法であって、燃焼ガス流が第１タービンに続いて燃
焼器を通して、軸線に関して第１タービンより半径方向外側に位置する第２タービンに導
かれることを特徴とするガスタービン装置の制御方法によって解決される。
【００１６】
　ガスタービン装置について述べた利点および実施態様は本発明に基づく方法にも転用で
きる。
【００１７】
　以下図を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】２つのタービン間に燃焼器が配置されたガスタービン装置の概略構成図。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１９】
　図におけるタービン装置２は主に、第１タービン４と第２タービン６とその両タービン
４、６間に配置された環状燃焼器８とを有している。その両タービン４、６および燃焼器
８は軸線１２を中心として回転可能に配置された共通ロータ軸１０上に位置している。こ
の実施例において第１タービン４は発電所の高圧ガスタービン、第２タービン６は低圧ガ
スタービンである。
【００２０】
　高圧タービン４に図示されていない前方燃焼器が前置されている。この前方燃焼器にお
いて燃料・空気混合気が燃焼され、その燃焼ガスにより高圧ガスタービン４の翼が付勢さ
れる。図において高圧タービン４の最終静翼列が静翼１４で示され、最終動翼列が動翼１
６で示されている。
【００２１】
　高圧タービン４を貫流する燃焼ガスは燃焼過程に関与しなかった空気をなお含んでいる
。その残存空気は矢印Ｌで示されている。残存空気Ｌは高圧タービン４の通過後に燃焼器
８に導かれる。この実施例においてその燃焼器８は３つの領域、即ち、入口領域１８と混
合領域２０と燃焼領域２２とから成っている。入口領域１８の開始点に燃料供給管２４が
開口し、この燃料供給管２４を介して特に気体状の燃料Ｂが燃焼器１８に供給される。入
口領域１８並びにその次の混合領域２０において残存空気Ｌと燃料Ｂとの混合が行われ、
その混合気は次に燃焼領域２２において８５０℃より高い温度に達して点火する。
【００２２】
　燃焼器８からの燃焼ガス流は最終的に低圧燃焼器６に導かれる。この低圧燃焼器６にお
いて第１静翼列が静翼２６で示され、第１動翼列が動翼２８で示されている。
【００２３】
　横断面で見て第１、第２タービン４、６および燃焼器８はそれぞれ内壁とも呼ばれる円
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筒状の半径方向内側壁３０、３０′、３０″を有し、これらの内側壁は特に同心的に配置
された外壁とも呼ばれる半径方向外側壁３２、３２′、３２″で包囲されている。その内
側壁３０、３０′、３０″はロータ軸１０に隣接しているか、ロータ軸１０自体で形成さ
れている。従って、それらの内側壁と外側壁との間にそれぞれ環状空間が形成されている
。外側壁３２、３２′、３２″はガスタービン装置のそれぞれの構成要素４、６、８の覆
いとなっており、特に単一の車室の形態に結合される。
【００２４】
　第１タービン４の内側壁３０は軸線１２に対して半径方向距離Ｒi1を有し、外側壁３２
は半径方向距離Ｒa1を有している。図示されたタービン装置２において、第２タービン６
は軸線１２に関して第１タービン４より半径方向外側に配置されている。即ち、第２ター
ビン６の内側壁３０″は軸線１２に対して半径方向距離Ｒi1より大きな半径方向距離Ｒi2

を有している。同時に第２タービン６の外側壁３２″の半径方向距離Ｒa2も同様に第１タ
ービン４の半径方向距離Ｒa1より大きくされている。
【００２５】
　低圧タービン６が高圧タービン４より半径方向外側に位置することによって、低圧ター
ビン６を駆動するために、低圧タービン６が第１タービン４と同じ半径方向レベルに存在
する場合より小さな力で済まされる。これは第２タービン６において特に良好な流れ状態
を生じさせ、これによって、第２タービン６の高さＨが比較的小さくできる。これに対応
した第２タービン６の翼２６、２８の小さな寸法によって、これらの翼２６、２８を冷却
するための冷却空気消費量が低減される。従って全体として、両タービンが軸線に対して
同じ半径方向距離に位置する公知のガスタービン装置（特に特許文献２参照）あるいは第
２タービンが第１タービンより半径方向内側に位置する公知のガスタービン装置（特許文
献１参照）に比べて、単純な構造変更によって高い効率が得られる。
【００２６】
　この実施例において、第２タービン６を第１タービン４より半径方向外側に位置させる
構造的処置は、入口領域１８の横断面積の連続的拡大と燃焼領域２２の横断面積の連続的
縮小を同時に達成する。この場合、入口領域１８の外側壁３２′の半径方向距離だけが流
れ方向に徐々に増大し、他方で、入口領域１８の範囲における燃焼器８の内側壁３０′が
第１ガスタービン４の内側壁３０と同じ半径方向レベルに存在することが重要である。こ
れによって、外側壁３２′が混合領域２０で既に軸線１２に対して最大半径方向距離Ｒa2

に位置する。
【００２７】
　従って、入口領域１８はディフューザの形態に形成されている。これは、燃料・残存空
気混合気が流れ方向において減速され、これにより、その燃焼器８における滞留時間が増
大する作用を有する。これにより、残存空気Ｌと燃料Ｂは非常に良好に混合し、従って、
低い平衡温度での窒素酸化物発生の少ない特別な燃焼が行われる。
【００２８】
　燃焼器８における燃焼ガスの滞留時間は主に２つのパラメータによって調整できる。こ
れは、一方では、燃料・残存空気混合気Ｌ、Ｂがディフューザにおいて減速される速度に
より行われる。この速度は外側壁３２′の傾斜角並びに入口領域１８の長さの関数である
。滞留時間は、他方では、混合領域２０が設けられる場合にはその混合領域２０の長さに
よっても影響できる。
【００２９】
　第２タービン６の第１タービン４より半径方向外側位置への設置は燃焼領域２２の範囲
における第２段階で行われ、この第２段階はノズルの形態に形成されている。この場合、
燃焼器８の外側壁３２′は最大半径方向距離Ｒa2にとどまって位置している。燃焼器８の
内側壁３０′は、その半径方向距離が流れ方向に沿ってＲi1からＲi2まで連続して増加す
るように傾斜されている点だけが変更されている。この場合、燃焼ガス流は燃焼器８の貫
流中に、軸線１２に関して第１タービン４の半径方向位置に相当する半径方向内側位置か
ら、第２タービン６によって規定された半径方向外側位置に導かれる。



(7) JP 5111604 B2 2013.1.9

10

【符号の説明】
【００３０】
　２　　ガスタービン装置
　４　　第１タービン
　６　　第２タービン
　８　　燃焼器
１０　　ロータ軸
１２　　軸線
１８　　入口領域（ディフューザ）
２０　　混合領域
２２　　燃焼領域
３０′　内側壁
３２′　外側壁
                                                                                
              

【図１】
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